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9.11 植物 

9.11.1 調査結果の概要 

（1）調査結果 

  ① 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 

   ア．種子植物その他主な植物に係る植物相の状況 

種子植物その他主な植物に係る植物相の状況の調査結果は、表 9.11-1 に示すとおりです。 

 

表 9.11-1 種子植物その他主な植物に係る植物相の確認種の概要 

分類 主な確認種 

維管束植物 

（677種） 

スギナ、ゼンマイ、リョウメンシダ、オクマワラビ、ホシダ、スギ、ヒノキ、イヌガヤ、

スダジイ、コナラ、イヌビワ、コハコベ、アケビ、ドクダミ、ヤブツバキ、ナズナ、ユキ

ノシタ、ヘビイチゴ、シロツメクサ、カタバミ、タチツボスミレ、ミツバ、ネズミモチ、

ホトケノザ、オオバコ、ハルジオン、ヤブラン、チガヤ、シュロ等 

付着藻類 

（85種） 

Melosira varians、Eunotia formica、Amphora pediculus、Gomphonema parvulum、Navicula 

cryptocephala、Navicula cryptotenella、Navicula minima、Rhoicosphenia abbreviata、 

Achnanthes coarctata、Cladophora（緑藻網）等 

蘚苔類 

（85種） 

ヒメスギゴケ、ホソバオキナゴケ、ハマキゴケ、ホンモンジゴケ、ヒナノハイゴケ、アゼ

ゴケ、ホソウリゴケ、ギンゴケ、コツボゴケ、コゴメゴケ、ノミハニワゴケ、ツクシナギ

ゴケ、ハイゴケ、ヒメトサカゴケ、ジャゴケ、サビイロハタケゴケ等 

 

 

   イ．植生の状況 

調査区域における現存植生図は、図 9.11-1 に示すとおりです。 

対象事業実施区域内では、メヒシバ－エノコログサ群落等の草地、畑地、植栽樹群が広く

みられました。小河川の周辺にはムクノキ－エノキ群落やアズマネザサ群落がみられたほか、

相沢川周辺には水田や休耕田が一部に存在しています。 

対象事業実施区域外では、南東部にコナラ群落、及びスギ・ヒノキ植林がまとまって分布

しており、東部はゴルフ場に隣接しています。これら以外の北部から西部、南部は市街地等

が広がっており、局所的にコナラ群落やスギ・ヒノキ植林、果樹園、畑地、オギ群落等がみ

られました。 
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図9.11-1 現存植生図 
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  ② 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

   ア．重要な種の確認状況 

植物の重要な種の分布、生育の状況及び生育環境の状況の調査結果は、表 9.11-2 に示す

とおりです。 

 

表 9.11-2 重要な種の確認種目録 

分類 主な確認種 

維管束植物 

（12種） 

ミズニラ、ヒメミズワラビ、ヒロハノカワラサイコ、ウスゲチョウジタデ、ヌマトラノオ、

ヤブムグラ、アマナ、ミズタカモジ、セイタカハリイ、ハリイ、 ※ 、 ※ 

付着藻類 

（３種） 
チャイロカワモズク、アオカワモズク、シャジクモ 

蘚苔類 

（１種） 
イチョウウキゴケ 

 ※重要な種の保護の観点から、非表示としております。 

 

 

   イ．重要な群落の確認状況 

重要な群落は、確認されませんでした。 
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9.11.2予測及び評価の結果 

(1) 予測 

  ① 予測結果 

事業の実施による植物の重要な種（維管束植物、付着藻類、蘚苔類）の予測結果は、表 9.11-

3に示すとおりです。 

なお、表中の「○」は生育環境への影響は小さく、生育環境は維持あるいは保全されると

予測したもの及び生育環境への影響はほとんどない、あるいは生じないと予測したもの、「△」

は影響があると予測したもの、「×」は影響が大きいと予測したものです。 

 

表 9.11-3 予測結果 

分類 番号 種 名 生育環境 

影響予測 

工事の実施 存在及び供用 

造成工事 
敷地の存在 

(土地の改変) 

維管束植物 1 ミズニラ 水田、湿地 × － 
 2 ヒメミズワラビ 水田、休耕田 × － 
 3 ヒロハノカワラサイコ 乾性草地 × － 
 4 ウスゲチョウジタデ 水田、湿地 × － 
 5 ヌマトラノオ 池沼、湿地 ×※ ×※ 
 6 ヤブムグラ 樹林 ○ ○ 
 7 アマナ 湿性草地 × ○ 
 8 ミズタカモジ 水田 × － 
 9 セイタカハリイ 湿地、休耕田 ×※ ×※ 

 10 ハリイ 水田、湿地 ×※ ×※ 

 11 
重要な種の保護の観点から、非表示としております。 

 12 

付着藻類 1 チャイロカワモズク 湧水、水路 × － 
 2 アオカワモズク 湧水、河川 × － 
 3 シャジクモ 池沼、水田 × － 
蘚苔類 1 イチョウウキゴケ 水田 × － 

注：「－」は、対象事業実施区域外に生育地が確認されなかったことを示します。 

※：ヌマトラノオ、セイタカハリイ及びハリイは、「神奈川県レッドリスト（植物編）2020」（神

奈川県 令和２年）で新たに重要な種に指定された種であり、現地調査時点では重要な種に

該当していなかったため、詳細な生育地は不明です。 
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(2)  環境保全措置の検討 

表 9.11-4に示すとおり、環境保全措置を実施します。 

 

表9.11-4(1) 環境保全措置の実施の内容（造成工事の実施－重要な種及び群落） 

影響 

要因 
保全対象種 

影 

響 

検 

討 

の 

視 

点 

環境保全措置 

実施主体 
効果の 

不確実性 

他の環境 

への影響 
内容 効果 区分 

工 

事 

の 
実 

施 

造 

成 

工 
事 

の 

実 

施 

 

ミズニラ、ヒメ

ミズワラビ、ヒ

ロハノカワラサ
イコ、ウスゲチ

ョウジタデ、ヌ

マトラノオ、ア

マナ、ミズタカ

モジ、セイタカ

ハリイ、ハリイ、

チャイロカワモ

ズク、アオカワ

モズク、シャジ

クモ、イチョウ

ウキゴケ 

重 

要 

な 
種 

の 

生 

育 

環 

境 

へ 

の 

影 

響 

重 

要 

な 
種 

の 

生 

育 

環 

境 

の 

保 

全 

保全対象種の

生育環境（湿地

環境と草地環
境)の創出 

保全対象種の生

育環境（湿地環境

と草地環境)を創
出することで、保

全対象種の生育

環境の代償効果

が見込まれます。 

代償 事業者 あり なし 

工事従事者へ

の講習・指導 

工事区域外への

不必要な立ち入

り等を制限する

ことで、踏みつけ

等による保全対

象種への影響回

避が見込まれま

す。 

回避 事業者 なし なし 

外来種の拡大

抑制 

工事車両のタイ

ヤ洗浄や工事後

の施工ヤードの

速やかな在来種

による緑化等に

努め、外来種の拡

大を抑制するこ

とで、生育環境へ

の影響の回避又

は低滅が見込ま

れます。 

回避 

低減 
事業者 なし なし 

    保全対象種の

移植・播種 

回避、低減のため

の措置を講じて

も生育環境の一
部がやむを得ず

消失する場合に

おいて、保全対象

種を移植・播種す

ることで、種の消

失による影響の

低減が見込まれ

ます。 

代償 事業者 あり なし 
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表 9.11-4(2) 環境保全措置の実施の内容（敷地の存在（土地の改変）－重要な種及び群落） 

影響 

要因 
保全対象種 

影 

響 

検 

討 

の 

視 

点 

環境保全措置 

実施主体 
効果の 

不確実性 

他の環境 

への影響 
内容 効果 区分 

土 

地 

又 

は 

工 

作 

物 

の 

存 
在 

及 

び 

供 

用 

敷 

地 

の 

存 

在 

）  

土 

地 

の 
改 

変 

（  

ヒロハノカワラ

サイコ、アマナ 

重 

要 

な 

種 

の 

生 

育 

環 

境 
へ 

の 

影 

響 

緑 

地 

の 

保 

全 

 

周辺の緑との

連続性に配慮

した緑地の創

出 

周辺の緑との連

続性に 配慮し

て、できる限り

緑地を創出する

ことにより重要

な種及び群落の

生育環境への影

響の低減が見込

まれます。 

代償 事業者 なし なし 

 

 

(3) 評価 

  ① 評価結果 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

植物の重要な種の生育環境の改変の程度については、「工事従事者への講習・指導」、「外

来種の拡大抑制」によって回避、低減を図るほか、「保全対象種の生育環境（湿地環境と草

地環境)の創出」、「保全対象種の移植・播種」、「周辺の緑との連続性に配慮した緑地の創出」

によって損なわれる環境の有する価値を代償することから、事業者の実行可能な範囲内でで

きる限り、環境影響の低減が図られると評価します。 

 

 

 


